


４ 資料の入手方法 

  公表資料については、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課（総務省 11階）に

おいて閲覧に供するとともに配布します。 

関連報道資料 

○ 郵便法施行規則及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一

部を改正する省令案等に対する意見募集（令和３年１月 15日）

【連絡先】 

情報流通行政局郵政行政部郵便課 

担当  ：加藤課長補佐、酒井係長 

電話  ：03-5253-5975 

Fax   ：03-5253-5973 




